
石巻市男女共同参画基本計画（第５次）の策定について  資料５  

１ 基本方針 

（１） 第５次計画は、第４次計画の体系を継承するものの、施策の方向及び取組事項に 

ついては現状に即した内容に改める。 

（２） 本市の総合計画はもとより、国の第６次男女共同参画基本計画及び県の第５次男 

女共同参画基本計画の内容と整合させるものとする。 

（３） 第４次計画から引き続き包含する「女性活躍推進計画」及び「ＤＶ防止計画」に 

加え、令和６年４月１日に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する 

法律（女性支援新法）」についても包含するものとする。 

 （４）毎年度実施している進捗状況調査と並行して、現状と課題の把握を進める。 

 （５）基本理念は第４次計画同様の５項目とする。 

２ 計画の期間 

   計画期間は令和８年度（２０２６年度）から令和１２年度（２０３０年度）までの

５年間とする。 

３ 計画策定体制について 

   第５次基本計画の素案は、石巻市男女共同参画検討委員会を設置したうえで策定し、

石巻市男女共同参画推進本部の協議を経て、市長より石巻市男女共同参画推進審議会

に諮問する。また、審議会で内容を審議し、市長に答申を行う。審議会からの答申を

受け、本部会議に諮り、市長が決定する。（裏面体系図参照） 

４ 市民意向の把握 

市民やＮＰＯ団体、事業所等の関係者と意見交換会を開催（１０月中旬迄）し、参

加者からの意見・提案を取りまとめるとともに、市民意識調査（８月上旬迄調査実施）

の結果や各種事業等において実施しているアンケート結果についても反映させる。さ

らにパブリックコメントを実施し、計画に反映させる。 

５ 計画の決定及び公表 

   本部会議の承認に基づき、市長が決定し、令和７年度末までに計画の公表を行う。 

６ 業務委託先 

   株式会社東京商工リサーチ東北支社 

   ■委託業務名：石巻市男女共同参画基本計画（第５次）策定支援業務 

【参考】

・平成１７年４月１日  石巻市男女共同参画推進条例施行 

・平成１８年２月    石巻市男女共同参画基本計画（第１次）策定 

             ＜計画期間：平成１８年度から平成２２年度までの５年間＞ 

・平成２３年２月    石巻市男女共同参画基本計画（第２次）策定 

             ＜計画期間：平成２３年度から平成２８年度までの６年間＞ 

・平成２９年２月    石巻市男女共同参画基本計画（第３次）策定 

             ＜計画期間：平成２９年度から平成３２年度までの４年間＞ 

・令和 ３年３月    石巻市男女共同参画基本計画（第４次）策定 

             ＜計画期間：令和３年度から令和７年度までの５年間＞ 

 

 

 

 



  

 


